
       
平成１７年度 第１９回 教育研究審議会議事要録 

 
 
日 時 平成１７年１２月６日（火）１３：００～１５：００ 
場 所 北方キャンパス本館 E７０１会議室 
出席者 ＜委員＞矢田学長、棚次副学長、国武副学長、羽田野事務局長、乘口外国語学部

長、近藤文学部長、齋藤経済学部長、小野法学部長、髙橋国際環境工学部長、

赤塚学生部長、山崎（克）産業社会研究所長、山崎（勇）国際教育交流センタ

ー所長 
 
配布資料 
１－１～４  教員採用選考報告書、特任教員採用申請書 等 
１－５    異文化語学教員任用制度 
２      北九州市立大学副学長職務分担（案） 
３      北九州市立大学の自己点検評価について 
４      産業社会研究所の今後のあり方（第二次） 
 
（冒頭、第 18 回教育研究審議会議事録（案）について確認） 
 
 
第１号 教員の人事について 
  
教員の採用について 

  
  
＊  外国語学部４月採用人事（英語・英語教育）について、選考委員会から、採用候補者

（城戸光世氏、現在広島国際学院大学専任講師）の選考結果の報告がなされ、同報告

に基づき、採用候補者の採用について提案。 
（採用候補者について多様な意見が出され、慎重な審議がなされた。） 
 

【議長】候補者を採用してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

＊  外国語学部４月採用人事（現代中国論）について、選考委員会から、採用候補者（下

野寿子氏、現在近畿大学特任講師）の選考結果の報告がなされ、同報告に基づき、採

用候補者の採用について提案。 
（採用候補者について多様な意見が出され、慎重な審議がなされた。） 
なお、研究業績書には候補者のすべての業績を記載することと、および、学位は証明等

にて確認することとされた。 
 

【議長】提案について承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 
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＊  文学部４月採用人事（発達心理学）について、選考委員会から、採用候補者（税田慶

昭氏、現在香蘭女子短期大学非常勤講師）の選考結果の報告がなされ、同報告に基づ

き、採用候補者の採用について提案。 
（採用候補者について多様な意見が出され、慎重な審議がなされた。） 

  
【議長】提案について承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

＊ ４月採用人事について、基盤教育センター設置準備委員会からの申請に基づき、特任

教員の採用を提案。 
（提案の承認の後、選考委員会を設置） 

 

【議長】提案について承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 
  
語学教員制度の改正について 

   
  
＊ 基盤教育センター設置に伴う異文化語学教員任用制度を提案。 

●異文化に関する教育も担うのか。 

○異文化を背景に育ったネイティブ・スピーカーとして語学教育・語学研究を行う。 

●昇任審査は他の専任教員と同様に行うのか。 

○その予定である。 

●任期制を除けば、他の専任教員と同様の処遇になるのか。 

○そのとおりである。よって、例えば入試従事等も可能となる。 

 

【議長】 提案について 12 月 15 日（木）までに、各学部等から意見・質問を提出いただ

き、次回教育研究審議会にて審議することとしてよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

 

第２号 副学長の職務分担について 

＊ 副学長の職務分担について、資料２のとおり提案。 
 

【議長】提案について承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 
 
 
 

2 



       
 
 

第３号 北九州市立大学の自己点検評価について 
＊ 自己点検評価について、資料３のとおり提案。 

 

【議長】提案について承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

 

第４号 産業社会研究所の今後のあり方について 
＊ 産業社会研究所の今後のあり方について、資料４のとおり提案 

●財団法人北九州都市協会との統合を前提としてあり方を検討することになるのか。また

産業社会研究所はこれまで産業を中心に調査研究を行ってきたが、これも変更するのか。 

○都市協会の研究部門との統合を前提に検討する。産業・社会に限らず、広く様々な領域

での諸課題の解決、地域連携を行う方向で検討したい。よって名称の変更も考えたい。 

 

【議長】提案について承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

 

 

報告 

① 基盤教育センター設置準備委員会委員長から、センター専任教員が学部開講科目の授

業を担当することについて、 
    
 ・平成 18 年度は学部の授業分担方針に従うことを原則とするが、ゼミの担当は特段の

配慮をお願いしたい。 
  ・平成 19 年度以降はセンター開講科目に専念することを原則とするが、特別の事情が

る場合はセンター長と学部長が協議する。 あ
    
以上を基本的方針としたいとの報告があった。また同委員会委員の変更について報告が

あった。 
   
② ビジネススクール設置に関する文部科学省との協議結果について経済学部長から報告

があった。 
   
③ 平成 18 年度センター試験におけるリスニング試験の予行演習および推薦・社会人入試

合格発表について事務局から説明があった。 
   
④ 次回の審議会を 12 月 20 日（火）に開催する予定である旨、事務局から説明があった。 
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